
一
議
題

１
「
新
訂
ワ
ー
ク
ブ
ッ
ク
法
制
執
務
第
二
版
」
（
法
制
執
務
研
究
会
編
ぎ
よ
う
せ
い
）
に
よ
れ
ば
、
「
直
前
に
示

さ
れ
た
法
律
又
は
政
令
若
し
く
は
省
令
を
う
け
る
場
合
に
は
、
そ
の
題
名
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
「
同
法
」
又
は
「
同

〔
令
和
元
年
度
法
令
整
備
会
議
第
二
回
議
題
第
一
号
関
係
資
料
〕

〈

こ
れ
に
厳
密
に
従
え
ば
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
に
伴
い
発
す
る
命
令
に
関
す
る
件
に
基
づ
く
外
務
省
関
係
諸
命
令
の

措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
二
七
法
二
一
六
）
第
四
条
等
に
よ
り
、
平
和
条
約
発
効
日
の
昭
和
二
七
年
四
月
二
八
日
以
降
も

法
律
と
し
て
の
効
力
を
持
続
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
ポ
ツ
ダ
ム
勅
（
政
）
令
に
つ
い
て
も
そ
の
制
定
の
形
式
は
勅
（
政
）

令
で
あ
る
か
ら
、
「
同
法
」
で
は
な
く
、
「
同
令
」
で
う
け
る
こ
と
と
な
る
は
ず
で
あ
り
、
ポ
ツ
ダ
ム
勅
（
政
）
令
に
つ

い
て
、
〔
例
６
〕
、
〔
例
７
〕
の
よ
う
に
「
同
令
」
で
う
け
て
い
る
先
例
も
存
在
す
る
。

他
方
、
ポ
ツ
ダ
ム
勅
（
政
）
令
に
つ
い
て
は
、
そ
の
制
定
形
式
は
勅
令
又
は
政
令
で
あ
る
も
の
の
、
〔
例
１
〕
〔
例
２
〕

〔
例
３
〕
〔
例
４
〕
〔
例
５
〕
の
よ
う
に
「
同
法
」
で
う
け
て
い
る
先
例
も
存
在
す
る
。
ポ
ツ
ダ
ム
勅
（
政
）
令
に
つ
い

て
、
「
同
法
」
で
う
け
て
い
る
先
例
の
多
く
は
、
そ
の
名
称
が
「
○
○
法
」
と
改
正
さ
れ
た
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定

法
（
昭
二
六
政
三
一
九
）
に
係
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
名
称
が
「
○
○
令
」
で
あ
る
〔
例
５
〕
の
先
例
も
存
在
す
る
。

令
」
で
う
け
る
。
」
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

ポ
ツ
ダ
ム
政
令
等
に
係
る
「
同
法
」
等
の
用
法
に
つ
い
て

（
令
和
元
・
九
・
一
二

（
担
当
榔
参
事
官
）
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２
ポ
ッ
ダ
ム
勅
（
政
）
令
以
外
に
も
、
爆
発
物
取
締
罰
則
（
明
一
七
太
政
官
布
告
一
一
三
）
等
「
法
律
」
と
い
う
形
式
以
外

の
形
式
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
法
令
で
あ
る
も
の
の
法
律
と
し
て
の
効
力
を
有
す
る
法
令
が
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
な
法

令
に
つ
い
て
は
、
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
二

こ
の
よ
う
に
、
ポ
ツ
ダ
ム
勅
（
政
）
令
に
つ
い
て
、
「
同
法
」
で
う
け
る
の
か
、
「
同
令
」
で
う
け
る
の
か
に
つ
い
て

は
、
必
ず
し
も
そ
の
用
法
が
確
立
し
て
い
る
と
は
言
い
難
く
、
「
同
法
」
で
う
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
場
合
に
そ
の

根
拠
を
ど
う
考
え
る
の
か
に
つ
い
て
も
明
確
に
な
っ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

そ
こ
で
、
ポ
ツ
ダ
ム
勅
（
政
）
令
に
係
る
「
同
法
」
「
同
令
」
の
用
法
に
つ
い
て
、
そ
の
根
拠
と
と
も
に
考
え
方
を
整

理
す
る
と
、
【
案
１
】
【
案
２
】
【
案
３
】
の
考
え
方
が
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
ポ
ツ
ダ
ム
勅
（
政
）
令
に
つ
い
て
は
、
そ

の
制
定
形
式
は
勅
令
又
は
政
令
で
あ
る
も
の
の
、
法
律
と
し
て
の
効
力
を
持
続
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
改

廃
に
つ
い
て
、
法
律
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
【
案
３
】
に
よ
る
こ
と
と
し
て
は
ど
う
か
。

【
案
１
】
ポ
ツ
ダ
ム
勅
（
政
）
令
に
つ
い
て
も
、
そ
の
制
定
形
式
が
勅
令
、
政
令
で
あ
る
こ
と
を
重
視
し
、
「
同
法
」

【
案
２
】
ポ
ツ
ダ
ム
勅
（
政
）
令
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
そ
の
制
定
形
式
が
勅
令
、
政
令
で
あ
る
こ
と
を
重
視
し
、

「
同
令
」
で
う
け
る
こ
と
と
す
る
が
、
そ
の
後
の
法
改
正
に
よ
り
、
そ
の
題
名
が
「
○
○
法
」
、
「
○
○
に
関

す
る
法
律
」
な
ど
と
な
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
例
外
的
に
「
同
法
」
で
う
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
案
３
】
ポ
ツ
ダ
ム
勅
（
政
）
令
の
う
ち
、
関
係
法
律
の
規
定
に
よ
り
平
和
条
約
発
効
日
以
降
も
法
律
と
し
て
の
効
力

を
持
続
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
全
て
「
同
法
」
で
う
け
る
。

で
は
な
く
、
「
同
令
」

で
う
け
る
。
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九
法
六
七
）
附
則
第
四
条
に
お
い
て
「
新
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
第
十
二
条
（
刑
法
第
四
条
の
二
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

の
規
定
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
爆
発
物
取
締
罰
則
第
十
条
（
爆
発
物
取
締
罰
則
第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
暴
力
行
為
等
処
罰
に
関
す
る
法
律
第
一
条
ノ
三
第
二

項
の
規
定
、
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
福
祉
法
第
六
十
条
第
五
項
（
同
条
第
一
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

の
規
定
、
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
細
菌
兵
器
（
生
物
兵
器
）
及
び
毒
素
兵
器
の
開
発
、
生
産
及
び
貯
蔵
の
禁
止

並
び
に
廃
棄
に
関
す
る
条
約
等
の
実
施
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
（
同
法
第
十
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
及
び

第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
サ
リ
ン
等
に
よ
る
人
身
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
八
条
（
同
法
第
五
条
第
三
項
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
に
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を

生
ず
る
条
約
に
よ
り
日
本
国
外
に
お
い
て
犯
し
た
と
き
で
あ
っ
て
も
罰
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
罪
に
限
り
、
適
用
す

る
。
」
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
同
法
」
で
う
け
る
こ
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
ポ
ツ
ダ
ム
勅
（
政
）
令
に
つ
い

て
、
そ
の
制
定
形
式
は
勅
令
又
は
政
令
で
あ
る
も
の
の
、
そ
の
法
的
効
力
が
法
律
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
「
同
法
」

で
う
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
ポ
ツ
ダ
ム
勅
（
政
）
令
以
外
の
法
律
以
外
の
法
形
式
で
制
定
さ
れ
た
も

の
の
、
法
律
と
し
て
の
効
力
を
有
す
る
法
令
に
つ
い
て
も
「
同
法
」
で
う
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
て
は
ど
う
か
。

○
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
二
九
法
六
七
）

第
二
条
（
略
）

第
三
条
（
略
）

（
経
過
措
置
）

附

則
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二
資
料

Ｓ
ポ
ツ
ダ
ム
勅
（
政
）
令
に
つ
い
て
は
、
制
定
時
は
勅
（
政
）
令
と
し
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
当
該
勅
（
政
）

令
に
つ
い
て
、
「
勅
令
」
「
政
令
」
と
表
記
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
そ
の
後
の
法
改
正
に
よ
り
「
勅
令
」
「
政
令
」
と
の
表

記
を
避
け
る
改
正
が
さ
れ
て
い
る
例
が
あ
る
（
〔
例
８
〕
）
・
他
方
、
ポ
ツ
ダ
ム
勅
（
政
）
令
に
つ
い
て
、
〔
例
９
〕
〔
例
Ⅲ
〕

の
よ
う
に
「
法
律
」
と
規
定
し
て
い
る
例
も
存
在
す
る
こ
と
、
ポ
ツ
ダ
ム
勅
（
政
）
令
に
つ
い
て
「
同
法
」
で
う
け
る
こ

と
が
で
き
る
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
こ
れ
と
の
同
様
の
考
え
方
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を

「
法
律
」
と
規
定
す
る
こ
と
も
許
容
す
る
こ
と
と
し
て
は
ど
う
か
。
ま
た
、
ポ
ツ
ダ
ム
勅
（
政
）
令
に
つ
い
て
、
こ
れ
を

「
法
律
」
と
規
定
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
爆
発
物
取
締
罰
則
等
ポ
ツ
ダ
ム
勅
（
政
）
令
以
外
の
法

律
以
外
の
法
形
式
で
制
定
さ
れ
た
も
の
の
法
律
と
し
て
の
効
力
を
有
す
る
法
令
に
つ
い
て
も
「
法
律
」
と
規
定
す
る
こ
と

１
ポ
ッ
ダ
ム
勅
（
政
）
令
を
「
同
法
」
で
う
け
て
い
る
例

〔
例
１
〕

①
ポ
ツ
ダ
ム
勅
（
政
）
令
の
題
名
が
「
○
○
法
」
で
あ
る
も
の

を
許
容
し
て
は
ど
う
か
。

第
四
条
新
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
第
十
二
条
（
刑
法
第
四
条
の
二
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

、
I

●

●

・
適
用
す
る
。
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〔
例
２
〕

○
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
一
一
法
一
三
六
）

別
表
第
一
（
第
二
条
、
第
七
条
の
二
関
係
）

別
表
第
一

○
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
二
条
第
五
号
口
の
旅
券
を
所
持
す
る
外
国
人
の
上
陸
申
請
の
特
例
に
関
す
る
法
律

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
二
条
第
五
号
口
に
該
当
す
る
旅
券
を
所

持
す
る
外
国
人
（
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
外
国
人
を
い
い
、
同
条
第
三
号
に
規
定
す
る
乗
員
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、

観
光
そ
の
他
の
目
的
で
本
邦
に
短
期
間
滞
在
し
よ
う
と
す
る
者
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
が
本
邦
に
上
陸
し
よ
う
と

す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
法
第
六
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
旅
券
に
は
、
日
本
国
領
事
官
等
（
同

法
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
日
本
国
領
事
官
等
を
い
う
。
）
の
査
証
を
要
し
な
い
。

一
～
七

（
平
一
七
法
九
六
）

八
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
七
十
条
第
一
項
第
一
号
（
不
法
入

国
）
、
第
二
号
（
不
法
上
陸
）
若
し
く
は
第
五
号
（
不
法
残
留
）
若
し
く
は
第
二
項
（
不
法
在
留
）
の
罪
（
正
犯

に
よ
り
犯
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
、
同
法
第
七
十
四
条
（
集
団
密
航
者
を
不
法
入
国
さ
せ
る
行
為
等
）
、
第
七
十

四
条
の
二
（
集
団
密
航
者
の
輸
送
）
若
し
く
は
第
七
十
四
条
の
四
（
集
団
密
航
者
の
収
受
等
）
の
罪
、
同
法
第
七

十
四
条
の
六
（
不
法
入
国
等
援
助
）
の
罪
（
同
法
第
七
十
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
行
為
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
法
第
七
十
四
条
の
六
の
二
第
一
項
第
一
号
（
難
民
旅
行
証
明
書
等
の
不
正
受
交
付
）
若
し

へ

略
一
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〔
例
３
〕

○
道
路
交
通
法
（
昭
三
五
法
一
○
五
）

（
国
際
運
転
免
許
証
又
は
外
国
運
転
免
許
証
を
所
持
す
る
者
の
自
動
車
等
の
運
転
）

第
百
七
条
の
二
道
路
交
通
に
関
す
る
条
約
（
以
下
「
条
約
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
第
一
項
の
運
転
免
許
証
（
第

百
七
条
の
七
第
一
項
の
国
外
運
転
免
許
証
を
除
く
。
）
で
条
約
附
属
耆
九
若
し
く
は
条
約
附
属
書
十
に
定
め
る
様
式

に
合
致
し
た
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
国
際
運
転
免
許
証
」
と
い
う
。
）
又
は
自
動
車
等
の
運
転
に
関
す
る

本
邦
の
域
外
に
あ
る
国
若
し
く
は
地
域
（
国
際
運
転
免
許
証
を
発
給
し
て
い
な
い
国
又
は
地
域
で
あ
っ
て
、
道
路
に

お
け
る
危
険
を
防
止
し
、
そ
の
他
交
通
の
安
全
と
円
滑
を
図
る
上
で
我
が
国
と
同
等
の
水
準
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

運
転
免
許
の
制
度
を
有
し
て
い
る
国
又
は
地
域
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
の
行
政
庁
若
し
く
は
権
限

の
あ
る
機
関
の
免
許
に
係
る
運
転
免
許
証
（
日
本
語
に
よ
る
翻
訳
文
で
政
令
で
定
め
る
者
が
作
成
し
た
も
の
が
添
付

さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
外
国
運
転
免
許
証
」
と
い
う
。
）
を
所
持
す
る
者
（
第
八
十

八
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
は
、
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
本
邦
に
上
陸
（
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
に
基
づ
き
住
民
基
本
台

く
は
第
二
号
（
偽
造
外
国
旅
券
等
の
所
持
等
）
若
し
く
は
第
二
項
（
営
利
目
的
の
難
民
旅
行
証
明
書
等
の
不
正
受

交
付
等
）
の
罪
、
同
法
第
七
十
四
条
の
六
の
三
（
未
遂
罪
）
の
罪
（
同
法
第
七
十
四
条
の
六
の
二
第
一
項
第
三
号

及
び
第
四
号
の
罪
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
又
は
同
法
第
七
十
四
条
の
八
（
不
法
入
国
者
等
の
蔵
匿
等
）
の
罪

九
・
十
（
略
）
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〔
例
４
〕

○
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
施
行
令
（
平
三
一
政
七
二
）

第
七
条
法
第
四
十
一
条
第
二
項
第
一
号
へ
（
法
第
四
十
三
条
第
四
項
、
第
四
十
五
条
第
二
項
、
第
四
十
六
条
第
二
項

及
び
第
四
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
罪
は
、
次
に
掲
げ
る
罪
と
す
る
。

帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
者
が
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
六
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
出
国
の
確
認
、
同
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
再
入
国
の
許
可
（
同
法
第
二
十
六
条

の
二
第
一
項
（
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法

（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
二
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
出
入

国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
再
入
国
の
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合

を
含
む
・
）
又
は
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
六
十
一
条
の
二
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
難
民
旅
行
証
明

書
の
交
付
を
受
け
て
出
国
し
、
当
該
出
国
の
日
か
ら
三
月
に
満
た
な
い
期
間
内
に
再
び
本
邦
に
上
陸
し
た
場
合
に
お

け
る
当
該
上
陸
を
除
く
。
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
・
）
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
間
、

当
該
国
際
運
転
免
許
証
又
は
外
国
運
転
免
許
証
（
以
下
「
国
際
運
転
免
許
証
等
」
と
い
う
。
）
で
運
転
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
自
動
車
等
を
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
に
係
る
旅

け
ん

け
ん

客
を
運
送
す
る
目
的
で
、
旅
客
自
動
車
を
運
転
し
若
し
く
は
牽
引
自
動
車
に
よ
っ
て
旅
客
用
車
両
を
牽
引
し
て
当
該

け
ん牽
引
自
動
車
を
運
転
す
る
場
合
、
又
は
代
行
運
転
普
通
自
動
車
を
運
転
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
免
許
等
の
欠
格
事
由
に
係
る
罪
）
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〔
例
５
〕

○
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
施
行
令
（
平
三
一
政
七
二
）

②
ポ
ツ
ダ
ム
勅
（
政
）
令
の
題
名
が
「
○
○
令
」
で
あ
る
も
の

（
免
許
等
の
欠
格
事
由
に
係
る
罪
）

第
七
条
法
第
四
十
一
条
第
二
項
第
一

２
法
第
四
十
一
条
第
二
項
第
二
号
イ
（
６
）
（
法
第
四
十
三
条
第
四
項
、
第
四
十
五
条
第
二
項
、
第
四
十
六
条
第
二

項
、
第
四
十
七
条
第
二
項
及
び
第
四
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
罪
は
、

次
に
掲
げ
る
罪
と
す
る
。

四
十
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
七
十
六
条
の
二
（
同
法
第
七
十

三
条
の
二
第
一
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
罪

四
十
二
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
唾

二
第
一
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
罪

四
十
三
～
四
十
六
（
略
）

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第

四
十
一
～
四
十
四

一
～
三
十
九
（
略
）

一
～
四
十
一
（
略
）

七
十
三
条
の
二
第
一
項
又
は
第
七
十
六
条
の
二
（
同
法
第
七
十
三
条
の

号
へ
（
法
第
四
十
三
条
第
四
項
、
第
四
十
五
条
第
二
項
、
第
四
十
六
条
第
二
項

’

’
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2

項
、
第
四
十
七
条
第
一

次
に
掲
げ
る
罪
と
す
》

一
～
二
十
一
（
略
）

げ
る
罪
と
す
る

二
十
三
～
四
十
六
（
略
）

及
び
第
四
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
罪
は
、
次
に
掲
げ
る
罪
と
す
る
。

二
十
二
物
価
統
制
令
第
三
十
五
条
（
同
法
第
十
二
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
・
）
若

し
く
は
第
四
十
条
（
同
法
第
三
十
五
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
刑
法
（
前
号
に
規
定
す
る
規
定
並
び
に
第
百

八
十
五
条
及
び
第
百
八
十
七
条
の
規
定
を
除
く
。
）
、
暴
力
行
為
等
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
大
正
十
五
年
法
律
第

六
十
号
）
又
は
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十

六
号
。
第
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
十
条
、
第
十
一
条
及
び
第
十
七
条
を
除
く
。
）
の
罪
（
こ
れ
ら
に

当
た
る
行
為
が
、
貸
付
け
の
契
約
の
締
結
又
は
当
該
契
約
に
基
づ
く
債
権
の
取
立
て
に
当
た
っ
て
行
わ
れ
た
も
の

二
十
一
～
四
十
四
（
略
）

一

4■■ 一

一

十 §

～

に
限
る
。
）

法
第
四
十
一
条
第
二
項
第
二
号
イ
（
６
）
（
法
第
四
十
三
条
第
四
項
、
第
四
十
五
条
第
二
項
、
第
四
十
六
条
第
二

、
第
四
十
七
条
第
二
項
及
び
第
四
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
罪
は
、

る
部
分
に
限
る
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
罪
（
こ
れ
に
当
た
る
行
為
が
、
貸
付
け
の
契
約
の
締
結
又
は
当

該
契
約
に
基
づ
く
債
権
の
取
立
て
に
当
た
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

十
九
（
略
）

。

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｊ
Ⅱ
１
１
Ⅱ
１
１
１

物
価
統
制
令
（
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
百
十
八
号
）

’

’

第
四
十
条
（
同
法
第
三
十
五
条
（
同
法
第
十
二
条
に
係

／
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２
ポ
ッ
ダ
ム
勅
（
政
）
令
を
「
同
令
」
で
う
け
て
い
る
例

〔
例
６
〕

○
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
三
六
政
一
二
二
）

〔
例
７
〕

○
国
立
大
学
法
人
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
一
五
法
一
一
七
）

（
料
理
飲
食
等
消
費
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
九
条
改
正
法
附
則
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
外
客
の
飲
食
及
び
宿
泊
並
び
に
そ
の
他
の
利
用
行
為
で
政
令
で
定
め

第
五
条
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
学
校
施
設
の
確
保
に
関
す
る
政
令
第
四
条
又
は
第

１

十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
発
せ
ら
れ
た
命
令
に
係
る
同
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

る
も
の
は
、
出
入
国
管
理
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
で
そ
の
在

留
期
間
が
百
八
十
日
以
内
で
あ
る
も
の
の
う
ち
観
光
を
主
目
的
と
す
る
も
の
及
び
同
令
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
が
そ
の
負
担
に
お
い
て
行
な
う
飲
食
及
び
宿
泊
と
す
る
。

（
学
校
施
設
の
確
保
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

附附

則則
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Ｓ
ポ
ツ
ダ
ム
勅
（
政
）
令
に
つ
い
て
、
「
政
令
」
と
表
記
さ
れ
て
い
た
も
の
を
改
め
て
「
政
令
」
と
の
表
記
を
避
け
た
例

〔
例
８
〕

○
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
二
六
政
三
一
九
）

イ
制
定
時

第
二
十
四
條
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
第
五
章
に
規
定
す
る
手
続
に
よ
り
、
本
邦
か
ら
の

退
去
を
強
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
二
条
第
三
項
中
「
国
立
学
校
」
と
あ
る
の
は
「
国
立
大
学
法
人
法
等
の
施
行
に
伴
う

関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
学
校
教
育
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国

立
学
校
」
と
、
同
令
第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
学
校
を
設
置
し
た
国
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
国
又
は
学
校
を
設
置
し

た
」
と
す
る
。

一
～
三
（
略
）

四
本
邦
に
在
両

本
邦
に
在
留

（
退
去
強
制
）

す
る
外
国
人
（
仮
上
陸
の
許
可
、
寄
港
地
上
陸
の
許
可
、
観
光
の
た
め
の
通
過
上
陸
の
許
可
、
転

船
上
陸
の
許
可
又
は
水
難
に
よ
る
上
陸
の
許
可
を
受
け
た
者
を
除
く
。
）
で
左
に
掲
げ
る
も
の
の
一
に
該
当
す
る

も
の

イ
ー
ト
（
略
）
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ロ
難
民
の
地
位
に
関
す
る
条
約
等
へ
の
加
入
に
伴
う
出
入
国
管
理
令
そ
の
他
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（

（
出
入
国
管
理
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条
出
入
国
管
理
令
（
昭
和
一

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

部
改
正
）

（
昭
和
二

六
法
八
六
）
に
よ
る
一
部
改
正

五
・
六
（
略
）

２
（
略
）

行
後
」
を
「
昭
和
二
十
六
年
十
一
月
一
日
以
後
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
緊
急
上
陸
の
許
可
又
は
」
を
「
緊
急

ひ

上
陸
の
許
可
、
」
に
改
め
、
「
に
よ
る
上
陸
の
許
可
」
の
下
に
「
又
は
一
時
庇
護
の
た
め
の
上
陸
許
可
」
を
加
え
る
。

ひ

可
」
の
下
に
「
又
は
一
時
庇
護
の
た
め
の
上
陸
の
許
可
」

チ
こ
の
政
令
施
行
後
に
麻
薬
取
締
法
、
大
麻
取
締
法
又
は
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
十
四
章

の
規
定
に
違
反
し
て
有
罪
の
判
決
を
受
け
た
者

リ
ー
ヨ
（
略
）

第
二
十
四
条
第
三
号
中
「
緊
急
上
陸
の
許
可
又
は
」
を
「
緊
急
上
陸
の
許
可
、
」
に
改
め
、
「
に
よ
る
上
陸
の
許

（
中
略
）

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法

十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）

を
加
え
、
同
条
第
四
号
ト
、
チ
及
び
リ
中
「
こ
の
政
令
施

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

昭
五
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ハ

（
退
去
強
制
）

第
二
十
四
条
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
次
章
に
規
定
す
る
手
続
に
よ
り
、
本
邦

か
ら
の
退
去
を
強
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

現
時
点

一
～
三
の
五
（
略
）

四
本
邦
に
在
留
す
》

本
邦
に
在
留
す
る

※
昭
和
二
六
年
一
一
月
一
日
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
施
行
の
日
。

四
の
二
～
十
（
略
）

イ
ー
ト
（
略
）

の
許
可
、
乗
員
上
陸
の
許
可
又
は
遭
難
に
卜

に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

リ

＄
ヨ

チ
昭
和
二
十
六
年
十
一
月
一
日
以
後
に
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
、
大
麻
取
締
法
、
あ
へ
ん
法
、
覚
せ
い

剤
取
締
法
、
国
際
的
な
協
力
の
下
に
規
制
薬
物
に
係
る
不
正
行
為
を
助
長
す
る
行
為
等
の
防
止
を
図
る
た
め

の
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
九
十
四
号
）
又
は
刑
法
第

二
編
第
十
四
章
の
規
定
に
違
反
し
て
有
罪
の
判
決
を
受
け
た
者

外
国
人
（
仮
上
陸
の
許
可
、
寄
港
地
上
陸
の
許
可
、
船
舶
観
光
上
陸
の
許
可
、
通
過
上
陸

許
可
、
乗
員
上
陸
の
許
可
又
は
遭
難
に
よ
る
上
陸
の
許
可
を
受
け
た
者
を
除
く
。
）
で
次
の
イ
か
ら
ョ
ま
で

へ

略
…

、
、
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４
ポ
ッ
ダ
ム
勅
（
政
）
令
を
「
法
律
」
と
規
定
し
て
い
る
例

〔
例
９
〕

○
地
方
自
治
法
の

附
則

（
商
法
等
の

〔
例
Ⅲ
〕

○
働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
三
○
法
七
二

第
五
条
次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
東
京
都
の
特
別
区
（

に
改
め
、
「
、
区
」
の
下
に
「
又
は
総
合
区
」
を
加
え
る
。

に
改
め
、
一

「
東
京
都
の
特
別
区
の

第
十
五
条
次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
雇
用
対
策
法
」
を
「
労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用

一
（
略
）

二
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
五
条
第
一
項
第
五
号
の
二
及
び
第

十
九
条
の
七
第
一
項

三
～
五
（
略
）

（
生
活
保
護
法
等
の
一
部
改
正
）

附

則

一
部
改
正
）

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
二
六
法
四
二
）

存
す
る
区
域
及
び
」
を
「
特
別
区
を
含
む
も
の
と
し
、
」
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５
参
照
条
文

○
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
に
伴
い
発
す
る
命
令
に
関
す
る
件
に
基
く
文
部
省
関
係
諸
命
令
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
二

○
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
に
伴
い
発
す
る
命
令
に
関
す
る
件
に
基
く
経
済
安
定
本
部
関
係
諸
命
令
の
措
置
に
閨
す
る
法
律

第
一
条
左
に
掲
げ
る
命
令
及
び
命
令
の
垣

と
し
て
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

左
に
掲
げ
る
命
令
及
び
命
令
の
規

七
法
八
六
）

（
昭
二
七
法
八
八
）

一一
一三

～
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

一
学
校
施
設
の
確
保
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
十
四
号
）

二
明
治
三
十
九
年
法
律
第
二
十
四
号
官
国
幣
社
経
費
に
関
す
る
法
律
廃
止
等
の
件
（
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
七
十

一
号
）
附
則
第
三
項

（
将
来
存
続
す
べ
き
命
令
）

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
十
七

一
三
（
略
）

（
略
）

定
は
、
日
本
国
と
の
平
和
条
約
の
最
初
の
効
力
発
生
の
日
以
後
も
、
法
律
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○
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
に
伴
い
発
す
る
命
令
に
関
す
る
件
に
基
く
外
務
省
関
係
諸
命
令
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
一
一

○
大
日
本
帝
国
憲
法

第
四
条
第
一
条
及
び
第
二
条
に
規
定
す
る
命
令
並
び
』

力
発
生
の
日
以
後
も
、
法
律
と
し
て
の
効
力
を
有
す
》

物
価
統
制
令
（
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
百
十
八
号
）

地
代
家
賃
統
制
令
（
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
四
百
｛

条
及
び
第
二
条
に
規
定
す
る
命
令
並
び
に

年
勅
令
第
四
百
四

（
出
入
国
管
理
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条
出
入
国
管
理
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
入
国
管
理
庁
設
置
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条
入
国
管
理
庁
設
置
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

七
法
一
二
六
）

（
将
来
存
続
す
べ
き
命
令
）

第
四
条
第
一
条
及
び
前
条
に
規
定
す
る
命
令
は
、
こ
の
法
律
施
行
後
も
法
律
と
し
て
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

（
将
来
存
続
す
べ
き
命
令
）

］
条
第
一
条
及
び
第
一
言

（
次
の
よ
う
略
）

（
次
の
よ
う
略
）

左
に
掲
げ
る
命
令
は
、

以
後
も
、
法
律
と
し
て
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

十
三
号
）

日
本
国
と
の
平
和
条
約
の
最
初
の
効

- 16-



６
参
考
裁
判
例

○
最
高
裁
判
所
昭
和
三
四
年
七
月
三
日
第
二
小
法
廷
判
決
（
刑
集
一
三
巻
七
号
一
○
七
五
ペ
ー
ジ
）
（
抄
）

と
こ
ろ
で
爆
発
物
取
締
罰
則
は
、
な
る
ほ
ど
所
論
の
如
く
明
治
一
七
年
太
政
官
が
勅
旨
を
奉
じ
布
告
第
三
二
号
と
し

て
制
定
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
議
会
の
関
与
に
よ
り
、
成
立
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
右
罰
則
は
明
治
二
二
年
に
旧
憲

法
が
制
定
さ
れ
た
と
き
へ
そ
の
第
七
六
条
第
一
項
に
よ
り
「
憲
法
二
矛
盾
セ
サ
ル
現
行
ノ
法
令
」
で
あ
っ
て
「
遵
由
ノ

効
カ
ヲ
有
ス
」
る
も
の
と
認
め
ら
れ
、
現
行
刑
法
（
明
治
四
○
年
法
律
第
四
五
号
）
が
明
治
四
一
年
一
○
月
一
日
か
ら

施
行
さ
れ
る
に
当
り
同
法
施
行
法
（
明
治
四
一
年
法
律
第
二
九
号
）
第
二
二
条
第
二
項
に
お
い
て
「
爆
発
物
取
締
罰
則

第
一
○
条
ハ
之
ヲ
廃
止
ス
」
と
規
定
さ
れ
た
の
み
で
同
罰
則
の
そ
の
他
の
条
項
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
廃
止
若
し
く
は
そ

の
効
力
を
否
認
す
る
た
め
の
何
ら
の
立
法
措
置
も
講
ぜ
ら
れ
ず
、
却
っ
て
右
明
治
四
一
年
法
律
第
二
九
号
及
び
そ
の
後

の
大
正
七
年
法
律
第
三
四
号
と
い
う
帝
国
議
会
の
協
賛
を
経
た
旧
憲
法
上
の
法
律
の
形
式
を
も
っ
て
改
正
手
続
が
行
わ

れ
、
す
な
わ
ち
旧
憲
法
の
施
行
と
共
に
旧
憲
法
上
の
法
律
と
同
様
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
し
て
取
扱
わ
れ
、
明
治
四

一
年
に
至
っ
て
形
式
上
に
お
い
て
も
旧
憲
法
上
の
法
律
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
な
り
、
し
か
し
て
そ
の
後
現

行
憲
法
施
行
後
の
今
日
に
至
る
ま
で
、
右
罰
則
が
他
の
法
令
に
よ
り
廃
止
さ
れ
若
く
は
そ
の
効
力
を
否
認
す
る
た
め
何

第
七
十
六
條
法
律
規
則

テ
遵
由
ノ
効
力
ヲ
有
ス

法
律
規
則

歳
出
上
政
府
ノ
義
務
二
係
ル
現
在
ノ
契
約
又
ハ
命
令
ハ
總
テ
第
六
十
七
條
ノ
例
二
依
ル

命
令
又
ハ
何
等
ノ
名
稻
ヲ
用
ヰ
タ
ル
ニ
拘
ラ
ス
此
ノ
憲
法
二
矛
盾
セ
サ
ル
現
行
ノ
法
令
ハ
總
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７
参
考
文
献
抜
粋

【
問
三
二
○
】
「
同
」
を
用
い
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
か
。
〔
答
〕
あ
る
法
令
の
文
章
中
で
最
も
近
い
前
の
場
所
に
表

示
さ
れ
た
条
、
項
、
号
九
年
、
月
等
の
字
句
を
う
け
て
、
厳
密
に
同
一
の
対
象
で
あ
る
こ
と
を
示
す
場
合
に
用
い
ら
れ

る
の
が
、
「
同
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
間
に
異
な
る
条
、
項
、
号
等
が
挿
入
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
よ
り
前

に
表
示
さ
れ
た
条
、
項
、
号
等
を
「
同
」
で
う
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
〈
問
乃
参
照
〉

な
お
、
同
一
の
条
に
お
け
る
同
じ
項
又
は
同
じ
号
を
示
す
場
合
に
は
、
「
同
条
同
項
」
又
は
「
同
条
同
号
」
と
い
わ

○
「
新
訂
ワ
ー
ク
ブ
ッ
ク
法
制
執
務
第
二
版
」
（
法
制
執
務
研
究
会
編
ぎ
よ
う
せ
い
）
七
七
七
ペ
ー
ジ

ず
、
単
に
「
同
項
」
又
は
「
同
号
」
と
表
現
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
ま
た
、
直
前
に
示
さ
れ
た
法
律
又
は
政
令
若
し

く
は
省
令
を
う
け
る
場
合
に
は
、
そ
の
題
名
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
「
同
法
」
又
は
「
同
令
」
で
う
け
る
。
こ
の

こ
と
は
、
省
令
の
題
名
で
「
○
○
規
則
」
と
さ
れ
る
も
の
が
あ
っ
て
も
、
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
委
員
会
規
則
に
つ

い
て
「
同
規
則
」
と
い
う
う
け
方
を
す
る
の
と
混
同
し
な
い
た
め
で
あ
る
。

ら
か
の
立
法
措
置
の
講
ぜ
ら
れ
た
事
実
は
更
に
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
右
罰
則
は
法
規
と
し
て
の
効
力
を
失
っ
た
も
の

で
は
な
く
、
憲
法
施
行
後
の
今
日
な
お
法
律
と
し
て
の
効
力
を
保
有
し
て
い
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

／
、
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○
議
事
要
旨

１
ポ
ッ
ダ
ム
政
令
等
の
法
律
以
外
の
法
形
式
で
制
定
さ
れ
た
も
の
の
法
律
と
し
て
の
効
力
を
有
す
る
法
規
に
つ
い
て
、
こ

れ
を
「
同
法
」
で
う
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
等
を
検
討
す
る
に
際
し
て
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
「
法
律
と
し
て
の
効

力
を
有
す
る
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
、
①
制
定
時
の
法
形
式
は
、
政
令
や
勅
令
等
で
あ
る
も
の
の
当
該
法
令
の
性
質
自

体
法
律
と
な
っ
た
と
考
え
る
の
か
、
②
当
該
法
令
の
性
質
は
、
制
定
時
と
同
じ
く
政
令
や
勅
令
等
で
あ
る
も
の
の
、
そ
の

効
力
に
つ
い
て
は
法
律
と
取
り
扱
う
と
考
え
る
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
っ
た
。
ポ
ツ
ダ
ム

政
令
等
に
つ
い
て
は
、
①
の
考
え
方
か
ら
そ
の
性
質
自
体
法
律
と
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
「
同
法
」
で
う
け
る
こ
と
が
で

き
る
と
す
る
意
見
が
多
数
で
あ
っ
た
が
、
②
の
考
え
方
か
ら
そ
の
性
質
自
体
が
法
律
と
な
っ
た
と
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、

そ
の
法
形
式
は
政
令
や
勅
令
等
の
ま
ま
で
あ
り
、
ポ
ツ
ダ
ム
政
令
等
は
原
則
と
し
て
「
同
令
」
で
う
け
る
こ
と
と
す
る
も

の
の
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
に
つ
い
て
は
、
そ
の
題
名
が
「
○
○
法
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
例
外
的
に

「
同
法
」
で
う
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
意
見
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

２
ポ
ツ
ダ
ム
政
令
等
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
「
同
令
」
で
う
け
る
こ
と
と
す
る
も
の
の
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認

定
法
に
つ
い
て
は
、
そ
の
題
名
ゆ
え
に
例
外
的
に
「
同
法
」
で
う
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
法

〔
令
和
元
年
度
法
令
整
備
会
議
第
二
回
議
題
第
一
号
関
係
議
事
要
旨
〕

ポ
ツ
ダ
ム
政
令
等
に
係
る
「
同
法
」
等
の
用
法
に
つ
い
て

（
担
当
梛
参
事
官
）



Ｓ
ポ
ツ
ダ
ム
政
令
等
に
つ
い
て
、
そ
の
題
名
が
「
○
○
令
」
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
「
同
法
」
で
う
け
る
こ
と
と
す

る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
「
Ａ
法
～
Ｂ
令
～
同
法
」
（
※
Ｂ
令
は
、
ポ
ツ
ダ
ム
政
令
等
）
の
よ
う
な
場
合
、
同
法
が
Ａ
法
を

指
し
て
い
る
の
か
、
Ｂ
令
を
指
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
紛
れ
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、
紛
れ
が
生
じ
る
よ
う
な

場
合
は
、
「
同
法
」
を
用
い
な
い
な
ど
の
工
夫
が
必
要
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
が
あ
っ
た
。

が
あ
っ
た
。

令
の
題
名
に
基
づ
い
て
「
同
法
」
か
「
同
令
」
か
を
判
断
し
て
お
り
、
ワ
ー
ク
ブ
ッ
ク
の
考
え
方
と
矛
盾
す
る
と
の
指
摘


